
　マイナ保険証をお持ちの方がご自身の健康保険の資格情報を簡易に確認できるように交付して

います。

  今回、資格情報のお知らせの切り取り部分に「適用開始年月日」が追加されました。

  このため、新しい資格情報のお知らせを送付します。必ず氏名等を確認し、（記載事項は

令和８年６月９日現在の登録内容となっています）大切に保管してください。

  なお、不要になった資格情報のお知らせは、国保年金課窓口に返却するか、細断するなど個人

情報に留意のうえご自分で破棄してください。

  ７０歳以上の方には、自己負担割合の表示された資格情報のお知らせを送付します。

　窓口での負担割合は「２割」または「３割」（現役並み所得者）です。前年の所得等に基づい

て判定した負担割合が記載されています。

　なお、７０歳以上の方の資格情報のお知らせには有効期限があります。新しい資格情報のお知

らせの有効期限は、「令和８年８月１日から令和９年７月３１日まで」です。

　ただし、下表に該当する方は有効期限が異なります。

資格情報のお知らせの送付について

有効期限

（資格確認書の方は裏面をご覧ください）

対象年齢等 備　　考

令和８年８月１日から
令和９年７月３１日までに
７０歳になる方

令和８年８月１日から
令和９年７月３１日までに
７５歳になる方

問い合わせ　八潮市 国保年金課 資格管理係　電話　０４８（９９６）２１１１　内線２１４・８２４

７５歳の誕生日前日

表示なし

　７５歳の誕生日から後期高齢者医療制度が
適用されます。
　後期高齢者医療の「資格情報のお知らせ」
または「資格確認書」は、誕生日前に郵送し
ます。

　７０歳の誕生日の翌月（１日が誕生日の方
はその月）から所得等に応じて自己負担割合
が変わります。
 自己負担割合と有効期限を表示した「資格情
報のお知らせ」または「資格確認書」は、誕
生日の月（１日が誕生日の方は前月）に郵送
します。

資格情報のお知らせの内容確認等について

７０歳以上の方・令和９年７月３１日までに７０歳になる方

資格情報のお知らせとは

資格情報のお知らせ

「適用開始年月日」が追加されました



マイナ保険証をお持ちでない方に交付しています。この１枚で保険診療が受けられます。

  現在、使用されている資格確認書は 「令和８年７月３１日で有効期限が終了」します。

  このため、新しい資格確認書を送付しますので、必ず住所、氏名、生年月日等を確認し、

（記載事項は令和８年６月９日現在の登録内容となっています）大切に保管してください。

  なお、期限の切れた資格確認書は、国保年金課窓口に返却するか、細断するなど個人情報に

留意のうえご自分で破棄してください。

  ７０歳以上の方には、自己負担割合の表示された資格確認書を送付します。

　なお、窓口での負担割合は「２割」または「３割」（現役並み所得者）です。前年の所得等に

基づいて判定した負担割合が記載されています。

　新しい資格確認書の有効期間は、「令和８年８月１日から令和９年７月３１日まで」です。

　ただし、下表に該当する方は有効期限が異なります。

　在留期間を更新される場合は、地方入国
管理官署で許可手続きを行ってください。
　在留期間が更新され、在留期間の更新通
知が届いた後、新しい「資格確認書」また
は「資格情報のお知らせ」を郵送します
（※）。

※　在留期間が「特定活動」の方には手続き案内
を郵送します。

在留期間満了日

令和８年８月１日から
令和９年７月３１日までに
７０歳になる方

令和８年８月１日から
令和９年７月３１日までに
在留期間が満了となる方

問い合わせ　八潮市 国保年金課 資格管理係　電話　０４８（９９６）２１１１　内線２１４・８２４

　７５歳の誕生日から後期高齢者医療制度
が適用されます。
　後期高齢者医療の「資格確認書」または
「資格情報のお知らせ」は、誕生日前に郵
送します。

７５歳の誕生日前日
令和８年８月１日から
令和９年７月３１日までに
７５歳になる方

資格確認書の送付について

有効期限

７０歳の誕生日の
属する月の末日

（１日が誕生日の
方はその前日）

対象年齢等 備　　考

　７０歳の誕生日の翌月（１日が誕生日の
方はその月）から所得等に応じて自己負担
割合が変わります。
 自己負担割合を表示した「資格確認書」ま
たは「資格情報のお知らせ」は、有効期限
前に郵送します。

（資格情報のお知らせの方は裏面をご覧ください）

資格確認書の内容確認等について

資格確認書の有効期間について

７０歳以上の方

資格確認書とは


